
◎墓地を新しく設置する場合

⑩の完了検査後

※古い墓地からお骨を移動する（改葬する）場合は、「改葬許可」が必要です。

○墓地（改葬も含む）に関するお問い合わせ・・・生活環境課（℡７２－６１２４）

墓地事前手続・許可手続の主な流れ

※申請後、許可までに１～２か月程度必要です。

① 設置したい地番・地目・所有者を確認

同時に農地転用申請
（農業委員会へ）

② 事前の相談・協議 （生活環境課へ）

③ 現地事前調査 （生活環境課が行います）

⑥ 墓地の経営許可申請書提出
（生活環境課へ）

⑧ 墓地工事着手届提出

工事ができたら
⑨ 工事完了検査申請書提出
⑩ 検査、検査済証交付

⑪ 墓地等の使用開始 墓石を設置して構いません

⑦ 墓地経営許可

審
査
後

農地の場合

まだ墓石を設置しないでください。

④ 100ｍ以内の同意書（住宅所有者などすべて）

⑤ 分 筆 登 記

農地以外 農 地

農業委員会（℡７２－６１０６）・農業委員に連絡

農業振興地域以外
農業振興地域

農業振興地域の解除（農業畜産振興課（℡７２－６１３３））

主な条件

①20㎡以下に分筆が必要
(20㎡を超えると許可できません）
※災害・公共事業の場合を除く
②住宅等の敷地から100m以上離れた場所
であること（同意がある場合を除く）

③抵当権が設定されている場合は、権利
者の承諾も必要です

④災害危険区域等の土地を含まないこと


